
�愛媛県告示第１９２３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、土居町長から次のとおり字を廃止する旨の届出があ

った。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大字入野の区域内の小字を全部廃止する。

�������
�愛媛県告示第１９２４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号。以下「法」という。）第１５条の２の４第１項の規定に基

づく産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請があったので、

同条第２項において準用する法第１５条第４項の規定に基づき

、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚

生省令第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２

の４第２項において準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛

県県民環境部環境局廃棄物対策課及び伊予三島保健所並びに

川之江市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に供す

る。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

川之江市長 石津隆敏

川之江市金生町下分８６５番地

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

川之江市川之江町４０８０番１外地先

３ 産業廃棄物処理施設の種類

管理型最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻、ばいじん、動植物性残さ

５ 申請年月日

平成１４年１１月２０日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する

者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過

する日までに、愛媛県知事に次のとおり意見書を提出する

ことができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の

保全上の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局廃棄物対策課及び伊予三島保

健所

�愛媛県告示第１９２５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局

産業経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 字の廃止（土居町）…………………………………………………１３４５

○ 産業廃棄物処理施設の変更の許可申請の概要等…………………１３４５

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等……………………………１３４５

○ 大規模小売店舗の届出に係る市町村等の意見の概要……………１３４６

○ 土地改良区連合清算人の就職の届出………………………………１３４６

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（３件）……………１３４６

○ 解除予定保安林………………………………………………………１３４７

○ 河川整備計画の策定（３件）………………………………………１３４７

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………１３４７

○ 道路の区域変更（県道壬生川新居浜野田線）……………………１３４８

○ 道路の区域変更（県道粟井浅海線）………………………………１３４８

○ 道路の供用開始（一般国道４９４号）………………………………１３４８

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）………………………………１３４８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１３４９

○ 道路の区域変更（県道野村柳谷線）………………………………１３４９

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）……………………………１３４９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………１３４９

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………１３５０

○ 道路の位置の指定……………………………………………………１３５０

告 示

平成１４年１２月６日金曜日 第１４１４号

毎週（火・金）曜日発行 第１４１４号 平成１４年１２月６日
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�愛媛県告示第１９２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条及び第６８条第

２項において準用する同法第１８条第１６項の規定により、大明

神川左岸土地改良区連合から次のとおり清算人が就職した旨

の届出があった。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９２８号
砥部町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・宮内（１）地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・宮内（１）地区）計画書の写し

� 砥部町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月９日から平成１５年１月１４日まで

３ 縦覧場所

砥部町役場

�������
�愛媛県告示第１９２９号
砥部町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・宮内（２）地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工

労政課並びに重信町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�愛媛県告示第１９２６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見の

概要は、次のとおりである。

当該意見は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ディ
ックＥＸ重信

温泉郡重信町野田三
丁目１番地１３号

駐車場の自動車の出入口の
数 １８箇所 ２３箇所 平成１４年

１２月２５日
平成１４年
１１月１３日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見の概要

フジグラン松山 松山市宮西一丁目２番１
号外

・廃棄物の増加に対する適正な処理及び減量化、リサイクルの推進に努めること。
・駐輪場の適切な管理に努めること。

氏 名 住 所

行 本 照 義 東予市福成寺甲１２３番地の２

山 内 一 雄 東予市福成寺甲２７２番地の２

日和佐 勝 東予市大野２６４番地

目見田 伸 東予市旦之上甲９５５番地の１

茎 田 元 近 東予市三芳９４７番地の２

日 浅 清 東予市楠甲８７７番地の１

武 田 明 美 東予市楠甲１３３１番地の１

行 本 勝 正 東予市三芳１９９番地

山 内 賢 二 東予市実報寺２４５番地

木 原 光 教 東予市実報寺甲５１８番地の２

黒 瀬 一 弘 東予市大野３１３番地

飯 尾 順 一 東予市大野１３１番地
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定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・宮内（２）地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月９日から平成１５年１月１４日まで

３ 縦覧場所

砥部町役場

�������
�愛媛県告示第１９３０号
砥部町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・岩谷地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・岩谷地区）計画書の写し

� 砥部町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月９日から平成１５年１月１４日まで

３ 縦覧場所

砥部町役場

�������
�愛媛県告示第１９３１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西宇和郡瀬戸町塩成字奥ノ谷１７１８の４、乙７３３の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１９３２号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定

に基づき、北川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河川

の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を次のとお

り策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁及

び西条地方局丹原土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定

に基づき、宮前川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河

川の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を次のと

おり策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁及

び松山地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９３４号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定

に基づき、洗地川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河

川の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を次のと

おり策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁及

び松山地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９３５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、波方町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

越智郡陸地部土地開発公社

越智郡大西町大字宮脇甲５０６番地１

代表者 理事長 門田迪郎

越智郡大西町大字宮脇甲９４７番地９

２ 埋立区域

� 位置

越智郡波方町大字宮崎乙２１５番１０から同乙２５２番に至

る間の地先公有水面

� 区域

次の１の地点から１２の地点までを順次直線で結んだ線

及び１２の地点と１の地点を結ぶ平成１１年の春分の満潮位

（Ｄ．Ｌ＋４．３８メートル）における公有水面と陸地との

境界線により囲まれた区域

基点（三等三角点宮崎）は、北緯３４度０６分４３秒５６４６、

東経１３２度５４分００秒１９２９の地点

１の地点は、基点から真北３５５度１８分３７秒８６０．４２メー

トルの地点

１１の地点は、１の地点から真北２９度０８分００秒１１６．１３メ

ートルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北１１９度０８分００秒１３２．０８

メートルの地点
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� 面積

１２，３０９．６３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年１１月２８日 愛媛県指令港第２０４号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年１２月６日

�愛媛県告示第１９３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市禎瑞１４４０番地先から

同市古川乙１８１番１地先まで

旧 ４．４～２３．０
９．８～１１５．２

１．５９３
２．０９４

新 ９．８～１０７．０ ２．０９４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 粟井浅海線
北条市苞木字片平甲１７５番９地先から

同市別府１０７２番まで

旧 ５．４～９．５ １．３０４

新 ６．４～２６．０ １．３０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡面河村渋草２１５５番７から

同村渋草２１３６番地先まで
平成１４年１２月６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号 喜多郡長浜町大字出海甲１０９番２
旧 １８．２～２７．０ ０．０２５

新 ４３．０～５１．２ ０．０２５

〃 〃
喜多郡長浜町大字出海丙４４番１８から

同大字丙４４番１５まで

旧 １３．５～３６．５ ０．０５３

新 ２４．０～４５．０ ０．０５３
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�愛媛県告示第１９４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 喜多郡長浜町大字出海甲１０９番２ 平成１４年１２月６日

〃 〃
喜多郡長浜町大字出海丙４４番１８から

同大字丙４４番１５まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
喜多郡肱川町大字中津１１１６番１地先から

同大字７番地先まで

旧 ５．５～１３．４ ０．１９６

新 ５．５～１３．４
９．６～３６．２

０．１９６
０．０９４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町足成字大成越１８０番３から

同郡伊方町二見字大成乙３４番２まで

旧 ４．４～２９．８ ０．４３０

新 ７．０～５７．２ ０．３９８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町足成字大成越１８０番３から

同郡伊方町二見字大成乙５２番５まで
平成１４年１２月６日

〃 〃
西宇和郡伊方町二見字大成乙４７番３から

同字乙３４番２まで
〃
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�愛媛県告示第１９４５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予三島市金子二丁目字鐘鋳２１７４番２、２１８１番６及び２１

８１番１５

２ 申請人の住所氏名

伊予三島市金子二丁目６番３３号

森実木材株式会社

代表取締役 森実 敏明

３ 図面省略

�愛媛県告示第１９４４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

松局伊土検（開）第４３号

平成１４年１１月２０日
伊予郡松前町大字昌農内字高山８７番１

新居浜市西連寺町一丁目１番３１号
石 本 親 正

松局伊土検（開）第４４号

平成１４年１１月２０日
伊予郡松前町大字昌農内字高山８７番３

松山市拓川町３番２２号
プレステージＡＣ５０５号
山 口 文 一
山 口 陽 子

松局伊土検（開）第４５号

平成１４年１１月２０日
伊予郡松前町大字昌農内字高山８８番４

伊予郡松前町大字昌農内８５番地
高 松 勇 人

西局丹土（開）第２０号

平成１４年１１月２５日
東予市国安６９７番１３

東予市桑村２３２番地の２
杉 田 寛 忠

西局丹土（開）第２１号

平成１４年１１月２６日
東予市三芳６６４番７

東予市河原津甲１９４番地の１
越 智 國 重

平成１４年１２月６日 印刷
平成１４年１２月６日 発行
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